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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 11月 5日 (2004.11.5)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 内 視 鏡 先 端 に 第 １ の バ ル ー ン が 取 り 付 け ら れ 、 該 第 １ の バ ル ー ン へ の エ ア 供 給 ・ 吸 引 が
可 能 な バ ル ー ン 式 内 視 鏡 と 、 前 記 バ ル ー ン 式 内 視 鏡 の 挿 入 部 が 挿 入 さ れ る オ ー バ ー チ ュ ー
ブ で あ っ て 、 チ ュ ー ブ 先 端 に 第 ２ の バ ル ー ン が 取 り 付 け ら れ 、 該 第 ２ の バ ル ー ン へ の エ ア
供 給 ・ 吸 引 が 可 能 な オ ー バ ー チ ュ ー ブ と か ら な る ダ ブ ル バ ル ー ン 式 内 視 鏡 の バ ル ー ン 制 御
装 置 に お い て 、
　 前 記 バ ル ー ン 式 内 視 鏡 及 び オ ー バ ー チ ュ ー ブ の バ ル ー ン 送 気 口 に そ れ ぞ れ 接 続 さ れ る 第
１ の チ ュ ー ブ 及 び 第 ２ の チ ュ ー ブ と 、
　 前 記 第 １ 、 第 ２ の チ ュ ー ブ を 介 し て 前 記 第 １ 、 第 ２ の バ ル ー ン に そ れ ぞ れ 別 々 に エ ア 供
給 ・ 吸 引 を 行 う ポ ン プ 手 段 と 、
　 前 記 第 １ 、 第 ２ の バ ル ー ン の 破 れ 、 異 常 圧 力 及 び 前 記 第 １ 、 第 ２ の チ ュ ー ブ の 外 れ 等 の
異 常 を 検 出 す る 第 １ の 異 常 検 出 手 段 及 び 第 ２ の 異 常 検 出 手 段 と
　 備 え た こ と を 特 徴 と す る ダ ブ ル バ ル ー ン 式 内 視 鏡 の バ ル ー ン 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　

【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 第 １ の バ ル ー ン 及 び 第 ２ の バ ル ー ン に 対 す る 加 圧 ・ 減 圧 を 別 々 に 指 示 す る 操 作 手 段
と 、
　 前 記 第 １ の チ ュ ー ブ 及 び 第 ２ の チ ュ ー ブ 内 の 圧 力 を そ れ ぞ れ 検 出 す る 第 １ の 圧 力 セ ン サ
及 び 第 ２ の 圧 力 セ ン サ と 、
　 前 記 操 作 手 段 に よ り 加 圧 又 は 減 圧 が 指 示 さ れ る と 、 前 記 第 １ 、 第 ２ の 圧 力 セ ン サ の 検 出
圧 力 に 基 づ い て 前 記 第 １ 、 第 ２ の バ ル ー ン が 予 め 設 定 し た 加 圧 力 又 は 負 圧 力 に な る よ う に
前 記 ポ ン プ 手 段 か ら の 前 記 第 １ 、 第 ２ の チ ュ ー ブ へ の エ ア 供 給 ・ 吸 引 を 制 御 す る 制 御 手 段
と 、
　 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の ダ ブ ル バ ル ー ン 式 内 視 鏡 の バ ル ー ン 制 御 装
置 。
【 請 求 項 ４ 】

、
を

前 記 第 １ 、 第 ２ の 異 常 検 出 手 段 に よ る 異 常 検 出 時 に 異 常 を 報 知 す る 異 常 報 知 手 段 を 備 え
た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の ダ ブ ル バ ル ー ン 式 内 視 鏡 の バ ル ー ン 制 御 装 置 。

２



　 前 記 第 １ 、 第 ２ の 異 常 検 出 手 段 は 、 前 記 ポ ン プ 手 段 に よ る 加 圧 中 に 前 記 第 １ 、 第 ２ の 圧
力 セ ン サ の 検 出 圧 力 の 変 動 が 、 予 め 設 定 し た 加 圧 力 を 中 心 に 速 い 速 度 で 一 定 時 間 以 上 継 続
し た 時 に 前 記 第 １ 、 第 ２ の バ ル ー ン の 破 れ を 伴 う 異 常 と し て 検 出 す る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 に 記 載 の ダ ブ ル バ ル ー ン 式 内 視 鏡 の バ ル ー ン 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 第 １ 、 第 ２ の 異 常 検 出 手 段 は 、 前 記 ポ ン プ 手 段 に よ る 加 圧 中 に 前 記 第 １ 、 第 ２ の 圧
力 セ ン サ が 予 め 設 定 し た 加 圧 力 よ り も 高 い 所 定 の 異 常 圧 力 を 検 出 し た 時 、 又 は 該 異 常 圧 力
の 検 出 が 一 定 時 間 継 続 し た 時 に 異 常 を 検 出 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の ダ ブ ル
バ ル ー ン 式 内 視 鏡 の バ ル ー ン 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 第 １ 、 第 ２ の 異 常 検 出 手 段 は 、 前 記 ポ ン プ 手 段 に よ る 加 圧 中 又 は 減 圧 中 に 前 記 第 １
、 第 ２ の 圧 力 セ ン サ の 検 出 圧 力 が 、 一 定 時 間 経 過 後 に 予 め 設 定 し た 加 圧 力 又 は 負 圧 力 に 達
し な い 時 に 前 記 第 １ 、 第 ２ の チ ュ ー ブ の 外 れ に 伴 う 異 常 と し て 検 出 す る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 に 記 載 の ダ ブ ル バ ル ー ン 式 内 視 鏡 の バ ル ー ン 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 異 常 報 知 手 段 に よ る 異 常 の 報 知 を 解 除 す る 停 止 ス イ ッ チ を 有 し 、 前 記 異 常 報 知 手 段
は 前 記 停 止 ス イ ッ チ が 操 作 さ れ る と 、 異 常 の 報 知 を 停 止 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に
記 載 の ダ ブ ル バ ル ー ン 式 内 視 鏡 の バ ル ー ン 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 ポ ン プ 手 段 に よ る 加 圧 中 に 前 記 異 常 検 出 手 段 に よ っ て 異 常 が 検 出
さ れ た 後 、 前 記 停 止 ス イ ッ チ が 操 作 さ れ る と 、 前 記 ポ ン プ 手 段 を 減 圧 動 作 さ せ る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の ダ ブ ル バ ル ー ン 式 内 視 鏡 の バ ル ー ン 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 異 常 検 出 手 段 が 異 常 を 検 出 し た 時 点 か ら の 経 過 時 間 を 計 時 す る タ イ マ 手 段 を 有 し 、
前 記 異 常 報 知 手 段 は 前 記 タ イ マ 手 段 に よ り 所 定 の 時 間 が 計 時 さ れ る と 、 異 常 の 報 知 を 停 止
す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の ダ ブ ル バ ル ー ン 式 内 視 鏡 の バ ル ー ン 制 御 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 ポ ン プ 手 段 に よ る 加 圧 中 に 前 記 異 常 検 出 手 段 に よ っ て 異 常 が 検 出
さ れ た 後 、 前 記 タ イ マ 手 段 に よ り 所 定 の 時 間 が 計 時 さ れ る と 、 前 記 ポ ン プ 手 段 を 減 圧 動 作
さ せ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の ダ ブ ル バ ル ー ン 式 内 視 鏡 の バ ル ー ン 制 御 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 内 視 鏡 先 端 に 第 １ の バ ル ー ン が 取 り 付 け ら れ 、 該 第 １ の バ ル ー ン へ の エ ア 供 給 ・ 吸 引 が
可 能 な バ ル ー ン 式 内 視 鏡 と 、 前 記 バ ル ー ン 式 内 視 鏡 の 挿 入 部 が 挿 入 さ れ る オ ー バ ー チ ュ ー
ブ で あ っ て 、 チ ュ ー ブ 先 端 に 第 ２ の バ ル ー ン が 取 り 付 け ら れ 、 該 第 ２ の バ ル ー ン へ の エ ア
供 給 ・ 吸 引 が 可 能 な オ ー バ ー チ ュ ー ブ と か ら な る ダ ブ ル バ ル ー ン 式 内 視 鏡 の バ ル ー ン 制 御
装 置 に お い て 、
　 前 記 バ ル ー ン 式 内 視 鏡 及 び オ ー バ ー チ ュ ー ブ の バ ル ー ン 送 気 口 に そ れ ぞ れ 接 続 さ れ る 第
１ の チ ュ ー ブ 及 び 第 ２ の チ ュ ー ブ と 、
　 前 記 第 １ 、 第 ２ の チ ュ ー ブ を 介 し て 前 記 第 １ 、 第 ２ の バ ル ー ン に そ れ ぞ れ 別 々 に エ ア 供
給 ・ 吸 引 を 行 う ポ ン プ 手 段 と 、
　 前 記 第 １ の バ ル ー ン 及 び 第 ２ の バ ル ー ン に 対 す る 加 圧 ・ 減 圧 を 別 々 に 指 示 す る 第 １ の 操
作 手 段 と 、
　 前 記 第 １ の バ ル ー ン 及 び 第 ２ の バ ル ー ン に 対 す る 加 圧 ・ 減 圧 の 停 止 を 別 々 に 指 示 す る 第
２ の 操 作 手 段 と 、
　 前 記 第 １ の チ ュ ー ブ 及 び 第 ２ の チ ュ ー ブ 内 の 圧 力 を そ れ ぞ れ 検 出 す る 第 １ の 圧 力 セ ン サ
及 び 第 ２ の 圧 力 セ ン サ と 、
　 前 記 第 １ の 操 作 手 段 に よ り 加 圧 又 は 減 圧 が 指 示 さ れ る と 、 前 記 第 １ 、 第 ２ の 圧 力 セ ン サ
の 検 出 圧 力 に 基 づ い て 前 記 第 １ 、 第 ２ の バ ル ー ン が 予 め 設 定 し た 加 圧 力 又 は 負 圧 力 に な る
よ う に 前 記 ポ ン プ 手 段 か ら の 前 記 第 １ 、 第 ２ の チ ュ ー ブ へ の エ ア 供 給 ・ 吸 引 を 制 御 し 、 前
記 第 ２ の 操 作 手 段 に よ り 加 圧 又 は 減 圧 の 停 止 が 指 示 さ れ る と 、 現 在 の 圧 力 を 維 持 す べ く 前
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記 ポ ン プ 手 段 に よ る 加 圧 ・ 減 圧 を 一 時 停 止 さ せ る 制 御 手 段 と 、
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る ダ ブ ル バ ル ー ン 式 内 視 鏡 の バ ル ー ン 制 御 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 内 視 鏡 先 端 に 第 １ の バ ル ー ン が 取 り 付 け ら れ 、 該 第 １ の バ ル ー ン へ の エ ア 供 給 ・ 吸 引 が
可 能 な バ ル ー ン 式 内 視 鏡 と 、 前 記 バ ル ー ン 式 内 視 鏡 の 挿 入 部 が 挿 入 さ れ る オ ー バ ー チ ュ ー
ブ で あ っ て 、 チ ュ ー ブ 先 端 に 第 ２ の バ ル ー ン が 取 り 付 け ら れ 、 該 第 ２ の バ ル ー ン へ の エ ア
供 給 ・ 吸 引 が 可 能 な オ ー バ ー チ ュ ー ブ と か ら な る ダ ブ ル バ ル ー ン 式 内 視 鏡 の バ ル ー ン 制 御
装 置 に お い て 、
　 前 記 バ ル ー ン 式 内 視 鏡 及 び オ ー バ ー チ ュ ー ブ の バ ル ー ン 送 気 口 に そ れ ぞ れ 接 続 さ れ る 第
１ の チ ュ ー ブ 及 び 第 ２ の チ ュ ー ブ で あ っ て 、 相 互 に 色 、 模 様 、 若 し く は バ ル ー ン 送 気 口 に
接 続 さ れ る コ ネ ク タ の 形 状 又 は 大 き さ が 異 な る 第 １ の チ ュ ー ブ 及 び 第 ２ の チ ュ ー ブ と 、
　 前 記 第 １ 、 第 ２ の チ ュ ー ブ を 介 し て 前 記 第 １ 、 第 ２ の バ ル ー ン に そ れ ぞ れ 別 々 に エ ア 供
給 ・ 吸 引 を 行 う ポ ン プ 手 段 と 、
　 前 記 第 １ の バ ル ー ン 及 び 第 ２ の バ ル ー ン に 対 す る 加 圧 ・ 減 圧 を 別 々 に 指 示 す る 操 作 手 段
と 、
　 前 記 第 １ の チ ュ ー ブ 及 び 第 ２ の チ ュ ー ブ 内 の 圧 力 を そ れ ぞ れ 検 出 す る 第 １ の 圧 力 セ ン サ
及 び 第 ２ の 圧 力 セ ン サ と 、
　 前 記 操 作 手 段 に よ り 加 圧 又 は 減 圧 が 指 示 さ れ る と 、 前 記 第 １ 、 第 ２ の 圧 力 セ ン サ の 検 出
圧 力 に 基 づ い て 前 記 第 １ 、 第 ２ の バ ル ー ン が 予 め 設 定 し た 加 圧 力 又 は 負 圧 力 に な る よ う に
前 記 ポ ン プ 手 段 か ら の 前 記 第 １ 、 第 ２ の チ ュ ー ブ へ の エ ア 供 給 ・ 吸 引 を 制 御 す る 制 御 手 段
と 、
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る ダ ブ ル バ ル ー ン 式 内 視 鏡 の バ ル ー ン 制 御 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ １ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 前 記 目 的 を 達 成 す る た め に 請 求 項 １ に 係 る 発 明 は 、 内 視 鏡 先 端 に 第 １ の バ ル ー ン が 取 り
付 け ら れ 、 該 第 １ の バ ル ー ン へ の エ ア 供 給 ・ 吸 引 が 可 能 な バ ル ー ン 式 内 視 鏡 と 、 前 記 バ ル
ー ン 式 内 視 鏡 の 挿 入 部 が 挿 入 さ れ る オ ー バ ー チ ュ ー ブ で あ っ て 、 チ ュ ー ブ 先 端 に 第 ２ の バ
ル ー ン が 取 り 付 け ら れ 、 該 第 ２ の バ ル ー ン へ の エ ア 供 給 ・ 吸 引 が 可 能 な オ ー バ ー チ ュ ー ブ
と か ら な る ダ ブ ル バ ル ー ン 式 内 視 鏡 の バ ル ー ン 制 御 装 置 に お い て 、 前 記 バ ル ー ン 式 内 視 鏡
及 び オ ー バ ー チ ュ ー ブ の バ ル ー ン 送 気 口 に そ れ ぞ れ 接 続 さ れ る 第 １ の チ ュ ー ブ 及 び 第 ２ の
チ ュ ー ブ と 、 前 記 第 １ 、 第 ２ の チ ュ ー ブ を 介 し て 前 記 第 １ 、 第 ２ の バ ル ー ン に そ れ ぞ れ 別
々 に エ ア 供 給 ・ 吸 引 を 行 う ポ ン プ 手 段 と 、 前 記 第 １ 、 第 ２ の バ ル ー ン の 破 れ 、 異 常 圧 力 及
び 前 記 第 １ 、 第 ２ の チ ュ ー ブ の 外 れ 等 の 異 常 を 検 出 す る 第 １ の 異 常 検 出 手 段 及 び 第 ２ の 異
常 検 出 手 段 と 備 え た こ と を 特 徴 と し て い る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ２ 】
　

即 ち 、 各 バ ル
ー ン を 膨 ら ま せ た り 収 縮 さ せ る 際 に 、 各 バ ル ー ン の 破 れ 、 異 常 圧 力 、 チ ュ ー ブ の 外 れ 等 の
異 常 が 検 出 さ れ る と 、 異 常 が あ っ た こ と を 報 知 し 、 こ れ に よ り 危 険 回 避 措 置 を と る こ と が
で き る よ う に し て い る 。 異 常 の 報 知 は 、 例 え ば ブ ザ ー 等 の 警 報 音 の 発 生 、 警 告 ラ ン プ の 点
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、 を

ま た 、 請 求 項 ２ に 係 る 発 明 は 請 求 項 １ に お い て 、 前 記 第 １ 、 第 ２ の 異 常 検 出 手 段 に よ る
異 常 検 出 時 に 異 常 を 報 知 す る 異 常 報 知 手 段 を 備 え た こ と を 特 徴 と し て い る 。



灯 、 警 告 表 示 等 に よ り 行 う こ と が で き る 。 ま た 、 警 告 ラ ン プ の 点 灯 や 警 告 表 示 は 、 バ ル ー
ン 式 内 視 鏡 の 画 像 を 観 察 す る た め の モ ニ タ 上 で 行 っ て も よ い 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ３ 】
　 請 求 項 に 示 す よ う に 、 請 求 項 に 記 載 の ダ ブ ル バ ル ー ン 式 内 視 鏡 の バ ル ー ン 制 御 装 置
に お い て 、 前 記 第 １ の バ ル ー ン 及 び 第 ２ の バ ル ー ン に 対 す る 加 圧 ・ 減 圧 を 別 々 に 指 示 す る
操 作 手 段 と 、 前 記 第 １ の チ ュ ー ブ 及 び 第 ２ の チ ュ ー ブ 内 の 圧 力 を そ れ ぞ れ 検 出 す る 第 １ の
圧 力 セ ン サ 及 び 第 ２ の 圧 力 セ ン サ と 、 前 記 操 作 手 段 に よ り 加 圧 又 は 減 圧 が 指 示 さ れ る と 、
前 記 第 １ 、 第 ２ の 圧 力 セ ン サ の 検 出 圧 力 に 基 づ い て 前 記 第 １ 、 第 ２ の バ ル ー ン が 予 め 設 定
し た 加 圧 力 又 は 負 圧 力 に な る よ う に 前 記 ポ ン プ 手 段 か ら の 前 記 第 １ 、 第 ２ の チ ュ ー ブ へ の
エ ア 供 給 ・ 吸 引 を 制 御 す る 制 御 手 段 と 、 を 有 す る こ と を 特 徴 と し て い る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ４ 】
　 請 求 項 に 示 す よ う に 、 請 求 項 に 記 載 の ダ ブ ル バ ル ー ン 式 内 視 鏡 の バ ル ー ン 制 御 装 置
に お い て 、 前 記 第 １ 、 第 ２ の 異 常 検 出 手 段 は 、 前 記 ポ ン プ 手 段 に よ る 加 圧 中 に 前 記 第 １ 、
第 ２ の 圧 力 セ ン サ の 検 出 圧 力 の 変 動 が 、 予 め 設 定 し た 加 圧 力 を 中 心 に 速 い 速 度 で 一 定 時 間
以 上 継 続 し た 時 に 前 記 第 １ 、 第 ２ の バ ル ー ン の 破 れ を 伴 う 異 常 と し て 検 出 す る こ と を 特 徴
と し て い る 。 バ ル ー ン 式 内 視 鏡 及 び オ ー バ ー チ ュ ー ブ の バ ル ー ン 送 気 口 か ら バ ル ー ン ま で
の チ ュ ー ブ の 径 は 、 前 記 第 １ 、 第 ２ の チ ュ ー ブ の 径 よ り も 小 さ い た め 、 前 記 第 １ 、 第 ２ の
圧 力 セ ン サ に よ っ て 検 出 さ れ る 圧 力 に 対 し 、 各 バ ル ー ン 内 の 圧 力 は 時 間 的 な 遅 れ を も っ て
変 化 す る 。 加 圧 時 に バ ル ー ン が 破 れ て い る 場 合 で も 、 第 １ 、 第 ２ の 圧 力 セ ン サ に よ っ て 検
出 さ れ る 第 １ 、 第 ２ の チ ュ ー ブ 内 の 圧 力 は 、 予 め 設 定 し た 加 圧 力 ま で 上 昇 し 、 そ の 結 果 、
加 圧 動 作 が 停 止 す る 。 し か し 、 バ ル ー ン が 破 れ て い る 場 合 に は 、 第 １ 、 第 ２ の チ ュ ー ブ 内
の 圧 力 が 低 下 す る た め 、 再 び 加 圧 動 作 を 開 始 し 、 こ れ に よ り 前 記 第 １ 、 第 ２ の 圧 力 セ ン サ
の 検 出 圧 力 は 、 予 め 設 定 し た 加 圧 力 を 中 心 に 速 い 速 度 で 変 動 す る 。 特 に 、 バ ル ー ン が 破 れ
て い る 場 合 に は 、 圧 力 変 動 が 継 続 す る た め 、 圧 力 変 動 が 一 定 時 間 継 続 す る 場 合 に は 、 バ ル
ー ン に 破 れ を 伴 う 異 常 と し て 検 出 す る よ う に し て い る 。
【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ５ 】
　 請 求 項 に 示 す よ う に 、 請 求 項 に 記 載 の ダ ブ ル バ ル ー ン 式 内 視 鏡 の バ ル ー ン 制 御 装 置
に お い て 、 前 記 第 １ 、 第 ２ の 異 常 検 出 手 段 は 、 前 記 ポ ン プ 手 段 に よ る 加 圧 中 に 前 記 第 １ 、
第 ２ の 圧 力 セ ン サ が 予 め 設 定 し た 加 圧 力 よ り も 高 い 所 定 の 異 常 圧 力 を 検 出 し た 時 、 又 は 該
異 常 圧 力 の 検 出 が 一 定 時 間 継 続 し た 時 に 異 常 を 検 出 す る こ と を 特 徴 と し て い る 。
【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
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【 ０ ０ １ ６ 】
　 請 求 項 に 示 す よ う に 、 請 求 項 に 記 載 の ダ ブ ル バ ル ー ン 式 内 視 鏡 の バ ル ー ン 制 御 装 置
に お い て 、 前 記 第 １ 、 第 ２ の 異 常 検 出 手 段 は 、 前 記 ポ ン プ 手 段 に よ る 加 圧 中 又 は 減 圧 中 に
前 記 第 １ 、 第 ２ の 圧 力 セ ン サ の 検 出 圧 力 が 、 一 定 時 間 経 過 後 に 予 め 設 定 し た 加 圧 力 又 は 負
圧 力 に 達 し な い 時 に 前 記 第 １ 、 第 ２ の チ ュ ー ブ の 外 れ に 伴 う 異 常 と し て 検 出 す る こ と を 特
徴 と し て い る 。
【 手 続 補 正 ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ７ 】
　 請 求 項 に 示 す よ う に 、 請 求 項 に 記 載 の ダ ブ ル バ ル ー ン 式 内 視 鏡 の バ ル ー ン 制 御 装 置
に お い て 、 前 記 異 常 報 知 手 段 に よ る 異 常 の 報 知 を 解 除 す る 停 止 ス イ ッ チ を 有 し 、 前 記 異 常
報 知 手 段 は 前 記 停 止 ス イ ッ チ が 操 作 さ れ る と 、 異 常 の 報 知 を 停 止 す る こ と を 特 徴 と し て い
る 。
【 手 続 補 正 ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ８ 】
　 請 求 項 に 示 す よ う に 、 請 求 項 に 記 載 の ダ ブ ル バ ル ー ン 式 内 視 鏡 の バ ル ー ン 制 御 装 置
に お い て 、 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 ポ ン プ 手 段 に よ る 加 圧 中 に 前 記 異 常 検 出 手 段 に よ っ て 異
常 が 検 出 さ れ た 後 、 前 記 停 止 ス イ ッ チ が 操 作 さ れ る と 、 前 記 ポ ン プ 手 段 を 減 圧 動 作 さ せ る
こ と を 特 徴 と し て い る 。
【 手 続 補 正 １ ０ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ９ 】
　 請 求 項 に 示 す よ う に 、 請 求 項 に 記 載 の ダ ブ ル バ ル ー ン 式 内 視 鏡 の バ ル ー ン 制 御 装 置
に お い て 、 前 記 異 常 検 出 手 段 が 異 常 を 検 出 し た 時 点 か ら の 経 過 時 間 を 計 時 す る タ イ マ 手 段
を 有 し 、 前 記 異 常 報 知 手 段 は 前 記 タ イ マ 手 段 に よ り 所 定 の 時 間 が 計 時 さ れ る と 、 異 常 の 報
知 を 停 止 す る こ と を 特 徴 と し て い る 。
【 手 続 補 正 １ １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 請 求 項 に 示 す よ う に 、 請 求 項 に 記 載 の ダ ブ ル バ ル ー ン 式 内 視 鏡 の バ ル ー ン 制 御 装
置 に お い て 、 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 ポ ン プ 手 段 に よ る 加 圧 中 に 前 記 異 常 検 出 手 段 に よ っ て
異 常 が 検 出 さ れ た 後 、 前 記 タ イ マ 手 段 に よ り 所 定 の 時 間 が 計 時 さ れ る と 、 前 記 ポ ン プ 手 段
を 減 圧 動 作 さ せ る こ と を 特 徴 と し て い る 。 即 ち 、 請 求 項 ８ 、 請 求 項 ９ に 示 す よ う に 、 異 常
の 回 避 措 置 を 積 極 的 に 行 わ な く て も 異 常 の 発 生 か ら の 時 間 の 経 過 に 伴 っ て 自 動 的 に 異 常 の
報 知 の 停 止 や 減 圧 等 の 措 置 が 行 わ れ る 。
【 手 続 補 正 １ ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
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【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ １ 】
　 請 求 項 に 係 る 発 明 は 、 内 視 鏡 先 端 に 第 １ の バ ル ー ン が 取 り 付 け ら れ 、 該 第 １ の バ ル
ー ン へ の エ ア 供 給 ・ 吸 引 が 可 能 な バ ル ー ン 式 内 視 鏡 と 、 前 記 バ ル ー ン 式 内 視 鏡 の 挿 入 部 が
挿 入 さ れ る オ ー バ ー チ ュ ー ブ で あ っ て 、 チ ュ ー ブ 先 端 に 第 ２ の バ ル ー ン が 取 り 付 け ら れ 、
該 第 ２ の バ ル ー ン へ の エ ア 供 給 ・ 吸 引 が 可 能 な オ ー バ ー チ ュ ー ブ と か ら な る ダ ブ ル バ ル ー
ン 式 内 視 鏡 の バ ル ー ン 制 御 装 置 に お い て 、 前 記 バ ル ー ン 式 内 視 鏡 及 び オ ー バ ー チ ュ ー ブ の
バ ル ー ン 送 気 口 に そ れ ぞ れ 接 続 さ れ る 第 １ の チ ュ ー ブ 及 び 第 ２ の チ ュ ー ブ と 、 前 記 第 １ 、
第 ２ の チ ュ ー ブ を 介 し て 前 記 第 １ 、 第 ２ の バ ル ー ン に そ れ ぞ れ 別 々 に エ ア 供 給 ・ 吸 引 を 行
う ポ ン プ 手 段 と 、 前 記 第 １ の バ ル ー ン 及 び 第 ２ の バ ル ー ン に 対 す る 加 圧 ・ 減 圧 を 別 々 に 指
示 す る 第 １ の 操 作 手 段 と 、 前 記 第 １ の バ ル ー ン 及 び 第 ２ の バ ル ー ン に 対 す る 加 圧 ・ 減 圧 の
停 止 を 別 々 に 指 示 す る 第 ２ の 操 作 手 段 と 、 前 記 第 １ の チ ュ ー ブ 及 び 第 ２ の チ ュ ー ブ 内 の 圧
力 を そ れ ぞ れ 検 出 す る 第 １ の 圧 力 セ ン サ 及 び 第 ２ の 圧 力 セ ン サ と 、 前 記 第 １ の 操 作 手 段 に
よ り 加 圧 又 は 減 圧 が 指 示 さ れ る と 、 前 記 第 １ 、 第 ２ の 圧 力 セ ン サ の 検 出 圧 力 に 基 づ い て 前
記 第 １ 、 第 ２ の バ ル ー ン が 予 め 設 定 し た 加 圧 力 又 は 負 圧 力 に な る よ う に 前 記 ポ ン プ 手 段 か
ら の 前 記 第 １ 、 第 ２ の チ ュ ー ブ へ の エ ア 供 給 ・ 吸 引 を 制 御 し 、 前 記 第 ２ の 操 作 手 段 に よ り
加 圧 又 は 減 圧 の 停 止 が 指 示 さ れ る と 、 現 在 の 圧 力 を 維 持 す べ く 前 記 ポ ン プ 手 段 に よ る 加 圧
・ 減 圧 を 一 時 停 止 さ せ る 制 御 手 段 と 、 を 備 え た こ と を 特 徴 と し て い る 。
【 手 続 補 正 １ ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 請 求 項 に 係 る 発 明 は 、 内 視 鏡 先 端 に 第 １ の バ ル ー ン が 取 り 付 け ら れ 、 該 第 １ の バ ル
ー ン へ の エ ア 供 給 ・ 吸 引 が 可 能 な バ ル ー ン 式 内 視 鏡 と 、 前 記 バ ル ー ン 式 内 視 鏡 の 挿 入 部 が
挿 入 さ れ る オ ー バ ー チ ュ ー ブ で あ っ て 、 チ ュ ー ブ 先 端 に 第 ２ の バ ル ー ン が 取 り 付 け ら れ 、
該 第 ２ の バ ル ー ン へ の エ ア 供 給 ・ 吸 引 が 可 能 な オ ー バ ー チ ュ ー ブ と か ら な る ダ ブ ル バ ル ー
ン 式 内 視 鏡 の バ ル ー ン 制 御 装 置 に お い て 、 前 記 バ ル ー ン 式 内 視 鏡 及 び オ ー バ ー チ ュ ー ブ の
バ ル ー ン 送 気 口 に そ れ ぞ れ 接 続 さ れ る 第 １ の チ ュ ー ブ 及 び 第 ２ の チ ュ ー ブ で あ っ て 、 相 互
に 色 、 模 様 、 若 し く は バ ル ー ン 送 気 口 に 接 続 さ れ る コ ネ ク タ の 形 状 又 は 大 き さ が 異 な る 第
１ の チ ュ ー ブ 及 び 第 ２ の チ ュ ー ブ と 、 前 記 第 １ 、 第 ２ の チ ュ ー ブ を 介 し て 前 記 第 １ 、 第 ２
の バ ル ー ン に そ れ ぞ れ 別 々 に エ ア 供 給 ・ 吸 引 を 行 う ポ ン プ 手 段 と 、 前 記 第 １ の バ ル ー ン 及
び 第 ２ の バ ル ー ン に 対 す る 加 圧 ・ 減 圧 を 別 々 に 指 示 す る 操 作 手 段 と 、 前 記 第 １ の チ ュ ー ブ
及 び 第 ２ の チ ュ ー ブ 内 の 圧 力 を そ れ ぞ れ 検 出 す る 第 １ の 圧 力 セ ン サ 及 び 第 ２ の 圧 力 セ ン サ
と 、 前 記 操 作 手 段 に よ り 加 圧 又 は 減 圧 が 指 示 さ れ る と 、 前 記 第 １ 、 第 ２ の 圧 力 セ ン サ の 検
出 圧 力 に 基 づ い て 前 記 第 １ 、 第 ２ の バ ル ー ン が 予 め 設 定 し た 加 圧 力 又 は 負 圧 力 に な る よ う
に 前 記 ポ ン プ 手 段 か ら の 前 記 第 １ 、 第 ２ の チ ュ ー ブ へ の エ ア 供 給 ・ 吸 引 を 制 御 す る 制 御 手
段 と 、 を 備 え た こ と を 特 徴 と し て い る 。

(6) JP 2004-337288 A5 2005.7.7
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